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動 画 配 信 コ ー ナ ー の 紹 介 

21. 1.24 掲載 冤罪はなぜ起きるのか「志布志事件は警察権力の暴走」と題して動画１３本をアップ。 

21. 1.30 掲載 冤罪はなぜ起こるのか「自白偏重の人質司法を考える」と題して動画 ９本をアップ。 

 

ＣＥＦＨニュース  最近のＨＰへのアップ記事一覧 

１ ＣＥＦＨの活動 

21.1. 1（木）講座のお知らせ 

      「自白偏重の人質司法について考える」 

21.2.22（日）自白偏重の人質司法を考える 

      原田代表がおしゃべりサロンで講演 

21.2.24（火）「メディア・アンビシャス」設立 

 メディアよ大志を抱け！http://media-am.org/ 

21.3.13（金）書籍紹介「報道されない警察とマスコミの腐敗」 

21.3.30（月） 原田代表 三角山放送局に出演 

            道警裏金問題などを語る 

２ 警察関連 News  

21.1. 1（木）現職警察官の年末不祥事合戦 

         今年はどうなる警察官の不祥事 

21.1.23（金）ｷｬﾘｱ警視 成田空港で騒ぎ    

 荷物持ち込み制止に威圧 

21.2. 3（火）「あなたが変える刑事裁判」札幌弁護

士会がシンポ 裁判員制度で刑事裁判が変わるのか 

21.2. 8（日） 道警は積丹岳遭難救助失敗の責任を明ら

かにせよ失われた命に謝罪もない、ﾒﾃﾞｨｱは何故追及しないのか 

21.2.22（日） 職務質問と公務執行妨害とけん銃発

砲と警察官「けん銃の適正使用」の実態を探る 

21.2.26（木）道警は積丹岳遭難救助失敗の責任を明

らかにせよ(その 2)鉢呂吉雄衆議（民主党）が積丹岳

遭難事故問題で質問主意書を出す 

21.3. 7（土）不祥事続きの北海道警察(別掲) 

相も変わらぬ隠蔽体質とダブル・スタンダード 

21. 3.31（火）掲載 高知県警裏金訴訟 県警の説明は不

自然・不合理  高知地裁 捜査費「不適正支出の疑念ある」 

３ 警察裏金問題の基礎知識 

第１９回 北海道公安委員会は何をしたのか(3) 

「監察の指示」は世論対策のパフォーマンス 

第２０回 北海道公安委員会は何をしたのか(4) 

齋藤邦雄の回答を無視した道警予算執行調査委員会 

第２１回 北海道公安委員会は何をしたのか(5) 

  会計課関与をひた隠す道警中間報告を承認 

４ 道警銃器対策課の情報開示請求訴訟(新設) 

21.3.12 元道警釧路方面本部長が道警情報開示請求訴訟

で証言 「適正執行」「不適正執行」の区分はナンセンス 

５ 北海道警察ＶＳ北海道新聞 

第２７回 21. 2.24（火）第１５回口頭弁論 道新

裁判結審 判決は４月２０日 

６ 月刊公安パンチ 

21.1.31 第 ９回 官僚化する公安 

21.2.13 第 10 回 仲間を監視するタイマル班 

21.3. 2 第 11 回 北海道洞爺湖サミット   

オオカミが来ると叫んだ警察 

21.3.16 第 12 回 日本人拉致を隠ぺいした警察庁 

矛盾だらけの外事警察 

別掲 警察関連ＮＥＷＳ 

21.3.7（土） 不祥事続きの北海道警察 

相も変わらぬ隠蔽体質とダブル・スタンダード 

 北海道警察(以下、道警という)の警察官の不祥事

が、ほぼ１ヶ月の間に３件も連続して明るみに出た。 

 北見方面本部管内斜里警察署、旭川方面管内稚内

警察署、釧路方面管内中標津警察署だ。～中略～ 

 道警のＯＢとしては、恥ずかしいを通り越して情

けなくなる。しかも、道警は世間には通用しない身
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内の論理で強弁したり、不祥事を隠蔽しようとして

いるのも見苦しい限りだ。まさに、恥の上塗りだ。 

駐在さんがミニパト飲酒運転 逮捕せず 

 最初の不祥事は、2月 23日に発覚した。北見方面

本部管内の斜里警察署の駐在所に勤務する男性巡査

部長(55歳)が勤務中に焼酎を飲み、ミニパトカーを

運転し交通事故を起こしたという不祥事だ。報道各

紙によると、この巡査部長は 2月 13日夕、浜小清水

駐在所から約 20キロ離れた斜里警察署まで、酒気を

帯びた状態でミニパトカーを運転して、雪道でスリ

ップして物損事故を起こしたという。巡査部長は駐

在所での勤務終了後、同日午後 5時半から翌朝まで

斜里警察署での留置場看守業務に就くため、ミニパ

トカーを運転し同署に向かっていた。同署に到着後、

事故を報告したが、酒のにおいがしたため同署員が

調べたところ、呼気から酒気帯びの基準を大きく超

える 1リットル当たり 0.7ミリグラムのアルコール

が検出された。巡査部長は、駐在所で勤務中の同日

午後 3時半から約 1時間、駐在所に併設されている

公宅で焼酎を 3 杯飲んだことを認め、「家庭の問題

で悩んでおり、看守業務があるのを忘れて飲んでし

まった。途中で気づいたが、交代すると迷惑がかか

るので出勤した」と話したという。道警は、2月 26

日、この巡査部長を道交法違反(酒気帯び運転)の疑

いで書類送検するとともに懲戒免職処分にした旨を

発表した。道警は、逮捕しないで書類送検した理由

について「飲酒運転を現行犯として確認していない

ことや、すぐに飲酒運転を認め、逃走の恐れがなか

ったため」とした。実名を発表しない理由について

は「逮捕せずに懲戒処分とした場合、これまでも公

表していない」と説明した(平成 21 年 2月 24 日 北

海道新聞）。この不祥事の 1 週間後の 3月 2日、今

度は「道警警部 少女と関係か」との記事が北海道

新聞夕刊に載った。この記事では「道北地方の警察

署に勤務する 40歳代の男性警部」となっているだけ

で警察署名も男性警部の名前も明らかにされていな

い。翌日の読売新聞は北海道稚内警察署生活安全課

長の男性警部(44歳)が、警部補当時の平成 19 年～20

年に 18歳未満の少女に対して、複数回にわたってみ

だらな行為をしていたことが 2日わかったと報じた。 

警部を懲戒処分へ 淫行容疑での立件は見送り 

 道警の 40 代の男性警部が 18 歳未満の少女にいか

がわしい行為をした問題で、この警部は稚内署生活

安全課長で、道警の任意の事情聴取に「少女が『自

分は 18歳以上だ』と言った話を信じていた」などと

説明していることが 2 日、分かった。道警は男性警

部を近く懲戒処分にする方針だが、道青少年健全育

成条例違反(淫行)容疑での立件は見送る方針。道警

によると、男性警部は 18歳未満の少女に対し、札幌

市内のホテルでいかがわしい行為をした疑いが持た

れている。男性警部は「出会い系サイトで知り合っ

た」などと話しており、道警は詳しい事実関係を調

べている。男性警部は現在、仕事を休んでいるとい

う（平成 21 年 3月 3日北海道新聞）。 

またまた、「淫行」２４歳巡査を逮捕 

 警部の淫行問題が、うやむやのうちにヤミに葬ら

れようとしている最中に、道警は、今度は釧路方面

管内の中標津警察署地域課の男性巡査(24歳)を「淫

行」の疑いで逮捕した。こちらは、巡査の実名が報

道された。逮捕容疑は 2月 13 日、十勝管内のホテル

で携帯電話のサイトで知り合った同管内の少女(17

歳)が 18 歳未満と知りながら、みだらな行為をした

疑い(平成 21年 3月 5 日 北海道新聞)。  

身内には甘い道警の捜査 

 平成 18年 8月、福岡市東区の海の中道大橋で、飲

酒運転をしていた福岡市職員が運転していた乗用車

に、市内在住の会社員の乗用車が追突されて博多湾

に転落し、会社員の車に同乗していた３児が死亡し

た事故をきっかけに、全国的に飲酒運転事故の撲滅

のキャンペーンが繰り広げられた。平成 19年 9月に

は、道路交通法が改正され、酒酔い運転の罰則が「5

年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金」、酒気帯び

運転の罰則が、「3 年以下の懲役又は 50万円以下の

罰金」に強化されるなど、世論は酒酔い運転に対す

る厳しい対応を求めている。企業や自治体でも飲酒

運転をした社員や職員は、勤務時間内外であるかど

うかを問わず、原則として即座に懲戒解雇とすると

ころが増えた。こうした社会的な要請に応える形で、

警察はたとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止ま

ったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合
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には、原則として逮捕する方針で臨んでいたように

見える。なかには、酒酔い運転ではない単なる死亡

事故で現行犯逮捕するケースも見られるなど、明ら

かに見せしめ逮捕ではないかと思われるケースもあ

る。しかし、こうした一般ドライバーの飲酒運転に

対する厳しい警察の対応に比べて、警察官による飲

酒運転に対しては、警察は極めて甘い取り扱いをす

る傾向がある。その具体的な例を示そう。今回の斜

里警察署の巡査部長の例を含めて、警察官の場合は

酒酔い運転で物損事故を起こしても逮捕しないケー

スが見受けられる。～中略～道警が発表した斜里警

察署の巡査部長の適用罪名にも問題がある。適用罪

名は酒気帯び運転ではなく、酒酔い運転ではないの

か。酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関

係なく、「アルコールの影響により正常な運転がで

きないおそれがある状態」で車を運転した場合に成

立する犯罪だ。酒気帯び運転に比べて、「5年以下の

懲役又は 100万円以下の罰金」と罰則も重い。この

巡査部長は、物損事故を起こしている。アルコール

の影響で正常な運転ができなかった疑いが残る。道

警は「現行犯ではなかったから逮捕しなかった。す

ぐに飲酒運転を認め、逃走や証拠隠滅のおそれはな

かった」としているがこれも疑問だ。～中略～逮捕

は、現行犯だけではない。酒気帯び運転は「3 年以下

の懲役又は 50万円以下の罰金」に当たる犯罪である。

裁判官に逮捕状を請求して、通常逮捕することも可

能だろう。～中略～道警の弁解は、警察官だけは「逃

走のおそれがない」と聞こえる。これからは、道警

は酒酔い運転で物損事故を起こした一般ドライバー

を逮捕することは止めなければならない。この駐在

所の警察官への対応は、明らかに道警のダブルスタ

ンダード(二重の基準)だ。この駐在所の巡査部長は、

公務中に飲酒し公用車を運転したのだ。一般のドラ

イバーの行為とは全く違う。一般のドライバーに対

する対応より、厳しく行われなければならない。道

警は、逮捕して実名で公表するべきであった。道警

は「逮捕せずに懲戒処分とした場合、これまでも公

表していなかった」としているが、本当は公表しな

いために逮捕しなかったのではないか。身内にこん

な甘いやり方をしていると、道警の信頼はますます

低下する。そして、警察官の飲酒運転はなくならな

いし、現場の警察官は仮面を被って無責任な仕事を

するようになる。一方の淫行警部の問題でも、道警

の身内に対する甘い捜査が浮き彫りになっている。

道警監察官室の調べでは、この警部(3月 5 日付け北

海道新聞では実名報道)は、警部補だった平成 19年 2

月から平成 20年 3 月までの間、札幌市内のホテルで

同市内の高校生の少女＝当時 17歳＝と数回みだらな

行為をした。少女とは出会い系サイトで知り合い、

１回一万数千円を渡していた(平成 21年 3月 5日 北

海道新聞)。道警監察官室は、この警部が任意の事情

聴取に「少女が『自分は 18 歳以上だ』と言った話を

信じていた」などと説明したとして、警部を近く懲

戒処分にする方針を示したものの、早々と道青少年

健全育成条例違反（淫行）容疑での立件はしない方

針を示した。道警監察官室は、この警部の刑事責任

について「証拠に基づいて捜査したが、犯意が確認

できないなど、事件としては立件が難しいと判断し

た。処分は厳しく行う」と説明した(平成 21年 3 月 2

日 読売新聞)。この警部は、結局、道警の方針のと

おり、3月 4 日、停職 3カ月の懲戒処分を受けたが、

刑事責任は不問に付され、即日、依願退職した。児

童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の

保護等に関する法律(以下、児童買春法という)第４

条には「児童買春をした者は、3 年以下の懲役又は

500万円以下の罰金に処す」とある。決して軽い犯罪

ではない。同警部は、道警本部生活安全部生活環境

課で勤務した後、昨年４月に警部補から警部に昇任

し、旭川方面本部管内の稚内警察署生活安全課長と

して配置になっているが、生活活安全部門の勤務経

歴が長くいわばこの種事件の捜査のプロである。生

活安全部生活環境課は、風俗関係事犯の取締りを担

当していた。同じような事件の捜査を数多く扱った

はずだ。通常、出会い系サイトを利用する者には、

18 歳未満の少女も多いことくらいは警察官としては

常識だろう。しかも、相手は 17 歳の高校生だ。それ

を見破ることが出来ないのはおかしい。むしろ、こ

うしたことが発覚したとき、男性の多くは「18歳未

満だとは知らなかった」と弁解して、処罰を免れよ

うとすることもこの警部はよく知っていたはずだ。
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～中略～この警部の不祥事も、今年 1月、道警が別

の少年事件を捜査する中で、少女と警部が顔見知り

であると分かり、問題の行為が発覚したという(平成

21年 3月 2日読売新聞)。複数回も少女と会っていれ

ば、この警部が少女に身分を明かしていた可能性が

あることを窺わせる。年齢の知情性がなかったとい

う同警部の供述は疑わしい。交際内容を子細に検証

すれば、年齢の知情性は明らかになったのではない

か。近年の児童に対する性的搾取や虐待に対する世

論の傾向からみて、一般市民がこの種事件を起こせ

ば、間違いなく逮捕される。この問題に対する道警

の捜査は甘いと批判されてもやむを得まい。警察官

の性的不祥事は、この警部だけではない。3月 4日に

は、中標津警察署の地域課の巡査(24歳)が「淫行」

の疑いで逮捕されたが、平成 20 年 4月には、道警の

若い警察官が「淫行」の疑いで、相次いで 2人も逮

捕されている。こちらは、階級は巡査と巡査長とい

った若い警察官だ。3人とも取調べに対して、あっさ

りと 18歳未満であることを知っていたと認めたのか、

逮捕されている。警部は同じことをやっても逮捕ど

ころか立件もされず、停職 3 ヶ月で依願退職、退職

金も支給される。だが、若い警察官は逮捕されて懲

戒免職だ。懲戒処分も上には軽く、下には重くは警

察内部では常識だ。ここにも組織内のダブル・スタ

ンダードがある。警察庁は、昨年 1 年間に懲戒処分

を受けた警察官と警察職員の数を発表している。そ

れによると、前年から 51人減り、不祥事の続発によ

り警察改革が始まった平成 12 年以降で最少となる

252人だったという。懲戒免職は、前年比 11 人減の

30 人。停職は 44人、減給は 103 人、戒告は 75人。

処分理由別では「窃盗・詐欺・横領」が一番多く 71

人。「交通事故違反」の 40 人、「飲酒上信用失墜・

異性関係」の 38人と続いた。飲酒運転は昨年 11 月、

警視庁の警視が道交法違反（酒酔い運転）容疑で逮

捕されるなどし、9 人が処分された。都道府県警別で

は警視庁 44 人、神奈川 20人、福岡 18 人、千葉と大

阪の 15人の順で、警察庁は 14 人だった（平成 21年

1 月 29日 産経新聞から）。警察官等による「窃盗・

詐欺・横領」が多いのには驚くが、飲酒運転も多い。

そんなことに驚くのは早い。警察庁が発表した数字

は、警察官の不祥事の氷山の一角だと考える方がい

い。警察では、不祥事はマスコミにばれたときに不

祥事となる。マスコミにばれなければ、不祥事はな

かったことになるからだ。今回の連続した不祥事を

見ても、道警が不祥事を知ってから発覚するまでに

長期間が経過している。おそらく道警では、マスコ

ミに知られなければそのまま隠蔽できると考えてい

たに違いない。道警は、近く道警本部長名の通達を

出すなどして、再発防止を徹底するとしている。鳥

井優二道警監察官室長は「不祥事が続き誠に申し訳

ない。今後、職員の教養を徹底したい」と話してい

る(平成 21年 3 月 5日 北海道新聞)。聞くところに

よると、稚内警察署生活安全課長だった警部は真面

目で上司、同僚の信頼も厚かったという。44歳で難

関の警部試験に合格するくらいだから優秀であった

に違いない。彼を知る現職の警察官たちは、不祥事

を知り信じられなかったと言っている。優秀な幹部

であるはずの警察官が、陰ではこうした違法行為に

手を染める。かなり深刻な問題だ。一体どんな通達

を出しどんな教養をするというのか。「出会い系サ

イト利用禁止」か「若い子と遊ぶときは免許証で年

令確認」か。通り一遍の話しでは効果はない。無謬

性を装いながら陰では組織的な犯罪行為を長年にわ

たって続いた道警の裏金問題疑惑が発覚した時、道

警の上層部は事実無根だと完全に否定した。しかし

最後には、長期間にわたる組織的な裏金づくりを認

めて謝罪した。上層部が事実を隠蔽し、現場の警察

官に仮面を被せて不祥事を隠蔽する。道警の隠蔽体

質は何も変わってはいない。警察官の不祥事が後を

絶たない最大の理由は警察にこうした隠蔽体質があ

ることだ。通り一遍の通達で不祥事はなくならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の目フォーラム北海道では、映画『ポチの告

白』の上映を検討中でしたが、下記映画館で上映す

ることになりました。 

上映映画館：さっぽろシアター「キノ」 

札幌市中央区南３条西６丁目（狸小路６丁目） 

上映期間：４月２５日(土)から５月８日(金)までの 

２週間（１日１回上映） 

入 場 料：前売 1,400円［4/24(金)までの発売］ 

当日一般 1,800円、学生 1,400 円、シニア・高校生

以下 1,000円 


